
戸別所得補償制度に関する意見募集の結果（概要）について

平成２１年１１月

１０月２３日から１１月１０日までの間、農林水産省ホームページ等を通

じて、戸別所得補償制度に関する意見募集を行ったところ、合計１,００３

件の意見が提出された。主な意見は以下のとおり。

１ 戸別所得補償制度全般について

。（ 、 、○ 日本の農業の将来を見据えた制度にしてほしい 農業者 関係団体

行政関係、その他）

○ 本制度とは別に、担い手や集落営農組織に対する支援が必要である。

（農業者、関係団体、行政関係）

○ 戸別所得補償制度が導入されることで、集落営農や農地集積の取組が

阻害されることが懸念される （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 来春の作付けに支障がでないよう、事業の詳細を早く明らかにしてほ

しい （農業者、関係団体）。

○ 制度の本格実施に当たっては、導入に十分な周知期間を確保する必要

がある （農業者、関係団体、行政関係）。

２ 米戸別所得補償モデル事業について

（１）交付額

○ 所得補償が生産調整のメリット措置であるならば、十分なメリットを

享受できる制度設計が必要である （農業者、関係団体）。

○ 「標準的な生産に要する費用 「標準的な販売価格」の定義を早急」、

に示してほしい （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 経営規模や耕作条件により生産コストが異なるので、経営規模や地域

性といった条件に応じて交付単価を設定すべきではないか （農業者、。

関係団体、行政関係）



○ なぜ、補償米価水準が家族労働費の８割なのか。１０割にしてもらい

たい （農業者、関係団体）。

（２）交付対象

○ 「販売農家」の定義を早急に示してほしい （農業者、関係団体、行。

政関係）

○ 全ての販売農家とするのはバラマキではないか （農業者、その他）。

○ 認定農業者や担い手など基幹的な農業経営者に対象を限定すべきでは

ないか （農業者）。

（３）その他

○ 「規模加算 「品質加算 「環境加算」などの加算措置を検討して」、 」、

ほしい （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 生産数量目標の配分方法、時期、確認方法などがどうなるのか早期に

示してほしい （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 所得補償されることで米の販売価格が下がることがないよう、下支え

が必要ではないか （農業者、関係団体）。

３ 水田自給力向上対策事業について

（１）助成単価

○ 複雑な助成金体系が一本化・簡素化され、分かりやすい仕組みになっ

たことは大変評価できる （関係団体、行政関係）。

○ 麦・大豆等の助成単価が現在に比べて低くなる。現在の助成水準を下

回らないようにして欲しい （農業者、関係団体、行政関係）。

、「 」○ 野菜や雑穀等の地域特産作物の振興が継続できるよう その他作物

の助成単価を引き上げてほしい （関係団体、行政関係）。

○ 転作作物の団地化や生産組織への作業集積、収量・品質等への加算措

置を検討してほしい （農業者、関係団体、行政関係）。



○ 産地確立交付金のように地域が単価を設定する仕組みとするか、地域

の裁量で助成できる部分を充実させてほしい （関係団体、行政関係）。

（２）助成対象

○ これまで生産調整に協力してきた者からすると、生産調整に参加しな

い者も交付対象とするのは不公平。助成対象者を生産調整達成者に限定

すべきではないか （農業者、関係団体、行政関係）。

（３）その他

○ 新規需要米について、実需者とのマッチングに対する支援や需要拡大

対策をお願いしたい （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 個々の農業者による新規需要米生産を誘発し、麦・大豆のブロックロ

ーテーションや農地集積等の地域まとまった取組に支障を来さないか心

配である （農業者、関係団体、行政関係）。

○ 作付面積に応じた助成は分かりやすい仕組みだが、生産性向上に取り

組んだ者が報われるよう 生産数量に対して助成すべきではないか 農、 。（

業者、関係団体、行政関係）

４ 事務手続について

○ 交付申請書や確認資料等は簡単なものにしてほしい （農業者、行政。

関係）

○ 地方公共団体、農業団体、地域水田協議会の役割を早期に示してほし

い （関係団体、行政関係）。

○ 要件確認等の事業主体はどこが担うことになるのか。第三者機関で運

営するいわゆる協議会方式は存続されるのか （農業者、関係団体）。


